
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

各種事務事業以外の行政制度調整方針案 
 

 

 
 

  

 
（１）基本的協議事項 

財産の取扱い･･･････････････････････････････････････

（２）合併特例法に規定されている協議事項 
地方税の取扱い･････････････････････････････････････ 
農業委員会の取扱い･････････････････････････････････ 
一般職の職員の取扱い･･･････････････････････････････ 

（３）その他の必要協議事項 
特別職の職員の取扱い･･･････････････････････････････ 
行政機構及び組織の取扱い････ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 
一部事務組合等の取扱い････ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 
使用料・手数料の取扱い･････ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 
公共的団体等の取扱い･････ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 
各種団体への補助金・交付金の取扱い･･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ 
町字名の取扱い･････････････････････････････････････ 
慣行の取扱い････････････････････････････････････････ 
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財 産 の 取 扱 い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整方針案 新潟市 巻町 

巻町の財産（権利及び義務を含む）及び公の施設は、全て新潟市に引き継ぐ。 １ 公有財産現在高（Ｈ１５．３．３１現在） 

(1)土地及び建物 

土地 

行政財産                             ８，５５６，６４０．０４㎡

普通財産                             １，３７９，６２２．０３㎡

合計                                ９，９３６，２６２．０７㎡

建物 

行政財産                             １，５０８，７５０．５９㎡

普通財産                                ３２，３６０．３４㎡

合計                                １，５４１，１１０．９３㎡

(2)物権 

区分地上権                                ２，３９６．０５㎡

 

(3)無体財産権 

著作権(新潟市史他)                                ３５件

(4)有価証券 

株券                                  １，００８，８２１千円

(5)出資による権利 

出資・出捐金                         ７，７６５，５２９．５８千円

 

２ 基金残高（平成１４年度決算）                     ３６，２８５，３４９千円

 

３ 起債残高（平成１４年度決算）                    ４８０，１１２，３７０千円

 

４ 債務負担行為現在高（平成１５年度当初予算）            ３７，５７９，２９４千円

１ 公有財産現在高（Ｈ１５．３．３１現在） 

 (1)土地及び建物 
土地 

行政財産                            ５４２，４１２．３６㎡

普通財産                             ７７，３９４．３９㎡

合計                                ６１９，８０６．７５㎡

建物 

行政財産                            ８７，３１４．７８㎡

普通財産                                ４１９．７６㎡

合計                                ８７，７３４．５４㎡

(2)物権 

区分地上権                               該当なし

温泉権                                         １箇所 

(3)無体財産権 

著作権                                        該当なし

(4)有価証券 

株券                                  ５４，００５千円

(5)出資による権利 

出資・出捐金                         ２９，９２０千円

 

２ 基金残高（平成１４年度決算）                     ２，０３２，０１８千円

 

３ 起債残高（平成１４年度決算）                    １１，６０３，０２２千円

 

４ 債務負担行為現在高（平成１５年度当初予算）              １，３１７，６２１千円
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地 方 税 の取 扱 い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人市町村民税 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 １ 納税義務者 

(1) 市内に住所を有する個人  ………  均等割＋所得割  

(2) １月１日現在，市内に事務所，事業所，家屋敷を有する個人で，市内に住所を有し

ない者  ………………  均等割 

２ 均等割 

(1) 税 率  ……………………………  ３，０００円／年 

(2) 非課税基準  ……… （本人＋扶養者数）×３１５，０００円 

              ［扶養者がいる場合は１９８，０００円加算］ 

３ 所得割 

(1) 税 率  ……………………………  標準税率 

市民税 
課税標準額 

税率 速算控除額 

２００万円以下 ３% ０円

２００万円を超え７００万円以下 ８% １００，０００円

７００万円を超える場合 １０% ２４０，０００円

 

(2) 非課税基準  ……… （本人＋扶養者数）×３５０，０００円 

          ［扶養者がいる場合は３５０，０００円加算］ 

４ 所得割の課税標準 

  前年中の総所得金額，退職所得金額，山林所得金額で所得税法第22条第２項又は

第３項の計算の例によって算定する。 

５ 納 期 

第１期     ６月１６日～ ６月３０日 

第２期     ８月１６日～ ８月３１日 

第３期    １０月１６日～１０月３１日 

第４期  翌年１月１６日～ １月３１日 

１ 納税義務者 

新潟市と同じ 

 

 

２ 均等割 

(1) 税 率  ……………………………  ３，０００円／年 

(2) 非課税基準  ……… （本人＋扶養者数）×２８０，０００円 

              ［扶養者がいる場合は１７６，０００円加算］ 

３ 所得割 

新潟市と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 所得割の課税標準 

新潟市と同じ 

 

５ 納 期 

新潟市と同じ 

 



 ３

 

 

法人市町村民税 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 １ 納税義務者 

(1) 市内に事務所又は事業所を有する法人 … 均等割＋法人税割 

(2) 市内に寮，宿泊所，クラブ，その他これらに類する施設を有する法人で，市内に事

務所又は事業所を有しないもの及び市内に事務所，事業所又は寮等を有する法

人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの … 均等割 

２ 均等割  …………………………  標準税率 

資本等の金額 従業者数 税 率 

50人超 3,000千円
50億円を超える法人 

50人以下 410千円

50人超 1,750千円10億円超～50億円以

下の法人 50人以下 410千円

50人超 400千円１億円超～10億円以

下の法人 50人以下 160千円

50人超 150千円１千万円超～１億円

以下の法人 50人以下 130千円

50人超 120千円
１千万円以下の法人 

50人以下 50千円

上記以外の法人等  50千円

３ 法人税割 

(1) 法人税額×１４．７％  

(2) 課税の特例 

資本等の金額が１千万円未満で，かつ法人税額が 

年２１０万円未満の法人  ………  １３．５％ 

４ 納 期 

事業年度終了の日の翌日から２カ月以内 

１ 納税義務者 

新潟市と同じ 

 

 

 

２ 均等割 

新潟市と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 法人税割 

(1) 法人税額×１４．７％ 
(2) 課税の特例 

   制度なし 

 

４ 納期 

新潟市と同じ 

 

 

固定資産税 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 １ 納税義務者 

1月1日現在，市内に所在する固定資産（土地・家屋・償却資産）の所有者 

 

２ 課税標準 

(1) 1月1日現在における当該固定資産の価格 

(2) 課税標準の特例 

国際観光ホテル整備法第３条又は第１８条第１項により，登録を受けたホテル

業又は旅館業の用に供する家屋のうち，登録部分に課する課税標準を１００分の

５０の額とする。 

 

３ 税率 

(1) １．４％（標準税率） 

(2) 税率の特例 

都市再開発法第１３８条第１項の規定の適用を受ける耐火建築物に対する税

率は，新たに課されることとなった年度から５年間に限り３分の２とする。 

 

４ 免税点 

土地     ３０万円 

家屋     ２０万円 

償却資産 １５０万円 

 

５ 納期 

第１期     ４月１６日～ ４月３０日 

第２期     ７月１６日～ ７月３１日 

第３期    １２月１６日～１２月２８日 

第４期  翌年２月１６日～ ２月 末日 

１ 納税義務者 

新潟市と同じ 

 

２ 課税標準 

(1) １月１日現在における当該固定資産の価格 

(2) 課税標準の特例 

制度なし 

 

 

 

３ 税率 

(1) １．４％（標準税率） 

(2) 税率の特例 

制度なし 

 

 

４ 免税点 

新潟市と同じ 

 

 

 

５ 納期 

  第１期     ４月１６日～ ４月３０日   

第２期     ７月１６日～ ７月３１日   

第３期    １２月１６日～１２月２５日  

        第４期  翌年２月１６日～ ２月 末日 

 



 ４

 

 

軽自動車税 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 １ 納税義務者 

 

軽自動車等（原動機付自転車，軽自動車，小型特殊自動車及び二輪の小型自動車）

の所有者 

 

２ 軽自動車税の非課税 

 

日本赤十字社が所有する救急用軽自動車等 

 

３ 軽自動車税の免除 

 

商品であって，使用しない軽自動車等 

 

４ 税 率      別 紙 

 

５ 賦課期日及び納期 

 

(1) 賦課期日  ………  ４月１日 

(2) 納    期  ………  ５月１６日～５月３１日  

区        分 年税額 

総排気量0.05ﾘｯﾄﾙ以下又は出

力0.6ｷﾛﾜｯﾄ以下 
１，０００円

二輪で総排気量0.09ﾘｯﾄﾙ以下

又は出力0.8ｷﾛﾜｯﾄ以下 
１，２００円

二輪で総排気量0.09ﾘｯﾄﾙ超又

は出力0.8ｷﾛﾜｯﾄ超 
１，６００円

原動機付

自転車 

三輪で総排気量0.02ﾘｯﾄﾙ超又

は出力0.25ｷﾛﾜｯﾄ超 
２，５００円

二輪のもの ２，４００円軽自動車 

三輪のもの ３，１００円

営業用 ５，５００円乗用

自家用 ７，２００円

営業用 ３，０００円貨物

自家用 ４，０００円

軽自動車 

（四輪） 

雪 上 車 ２，４００円

農耕作業用 １，６００円

軽自動車

及び 

小型特殊

自動車 

小型特殊 

自動車 その他のもの ４，７００円

二輪小型

自動車 
４，０００円

新潟市と同じ 

 



 ５

 

 

市町村たばこ税 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 １ 納税義務者 

 

製造たばこの製造者，特定販売業者又は卸売販売業者 

 

２ 税 率 

 

（１） 紙巻たばこ １，０００本につき・・・・・・・・・・・・ ２，９７７円 

（２） 旧３級品の紙巻たばこ １，０００本につき・・・・１，４１２円 

 

３ 納 期 

 

前月中に小売販売業者に売り渡した製造たばこの課税標準数量，税額など記載した

申告書を当月末日までに提出し，その税額を納付する。 

 

 
新潟市と同じ 

 

 

鉱産税 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度を適用する。 １ 納税義務者 

 

鉱物の掘採の事業に対し，その鉱物の価格を課税標準として，その鉱業者に課する。

 

２ 税 率 

 

鉱物の価格の１／１００とする。ただし，１カ月に掘採した鉱物の価格が２００万円以下

である場合は，その税率は，０．７／１００とする。 

 

３ 納 期 

 

前月中に掘採した鉱物の数量，価格，税額等を記載した申告書を当月１５日から末日

までに提出し，その税額を納付する。 

制度なし 

 



 ６

 

 

特別土地保有税 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 １ 納税義務者 

 

土地の保有又はその取得に対し，当該土地の所有者又は取得者 

 

２ 課税標準 

 

土地の取得価額 

 

３ 税率 

 (1) 保有分１．４％ 

 (2) 取得分３．０％ 

 

４ 免税点 

    ５，０００㎡ 

 

５ 申告納付 

 (1) 保有分  

１月１日において，基準面積以上の土地所有者は，その年の５月３１日 

 (2) 取得分  

１月１日前１年以内に基準面積以上の土地を取得した者は，その年の２月末日 

    ７月１日前１年以内に基準面積以上の土地を取得した者は，その年の８月３１日 

 

 

※平成１５年度より課税停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成１５年度より課税停止 

 

 

 

入湯税 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 １ 納税義務者 

 

環境衛生施設，鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設

の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるため，鉱泉浴場における入湯に対し，

入湯客に課する。 

 

２ 税 率 

 

  入湯するもの１人１日について１５０円 

 

３ 課税免除 

 

(1) 年齢１２歳未満の者の入湯 

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場における入湯 

(3) 病気療養のための入湯で，１０日以上引き続き入湯する場合における１１日目以後

の入湯 

(4) 新潟市老人福祉センター黒埼荘での入湯 

 

４ 入湯税の徴収方法 

 

(1) 入湯税の徴収方法は，特別徴収の方法により，その特別徴収義務者は，鉱泉浴場

の経営者とする。 

(2) 特別徴収義務者は，毎月１５日までに前月中において徴収すべき入湯税を申告納

入する。 

 

 

１ 納税義務者 

 

新潟市と同じ 

 

 

 

２ 税 率 

 

新潟市と同じ 

 

３ 課税免除 

 

(1) 年齢１２歳未満の者 

(2) 共同浴場叉は一般公衆浴場に入湯する者 

(3) 病気療養のための入湯であって，１０日以上引き続き入湯する場合における１１日

目以後の入湯 

 

 

 

４ 入湯税の徴収方法 

 

新潟市と同じ 

 



 ７

 

 

事業所税 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度を適用する。 

ただし，合併が行われた日の属する年度及びこれに続く３年度に限り，市町村の合併

の特例に関する法律第１０条第１項の規定により，課税をしないこと又は不均一の課税

をすることとする。なお，この場合，合併年度及びこれに続く２年度は課税をしないことと

し，その翌年度は２分の１の税率とする。 

１ 納税義務者 

都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため，事務所又は事業

所において法人若しくは個人の行う事業に対し，当該事業を行う者に課する。 

 

２ 課税標準 

(1)資産割 ……… 事業所用家屋の床面積 

(2)従業者割 …… 従業者給与総額 

 

３ 税 率 

 (1)資産割 ……… １㎡あたり６００円 

(2)従業者割 …… 従業者給与総額の０．２５％ 

 

４ 免税点 

 (1)資産割 ……… 事業所用家屋の床面積     1,000㎡以下 

(2)従業者割 …… 従業者の合計数             100人以下 

 

５ 申告納付 

(1)法人は，各事業年度終了の日から２カ月以内に申告納付 

(2)個人は，その年の翌年３月１５日までに申告納付 

 

※事業所税は，道路，上・下水道，公園，教育文化施設などの整備にあてる目的税であ

り，都，指定都市（その周辺都市）及び人口３０万人以上の都市で課税している。 

制度なし 

 

 

都市計画税 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度を適用する。 

ただし，合併が行われた日の属する年度及びこれに続く４年度に限り，市町村の合併

の特例に関する法律第１０条第１項の規定により，課税をしないこと又は不均一の課税

をすることとする。なお，この場合，合併年度は現行のとおりとし，それに続く４年度は段

階的に調整した税率とする。 

 

１ 納税義務者 

 

都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用

に充てるため，市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し，その価格を課税標準とし

て，土地又は家屋の所有者に課する。 

 

２ 税率 

０．２８％ 

 

３ 納期 （固定資産税と同じ） 

第１期     ４月１６日～ ４月３０日 

第２期     ７月１６日～ ７月３１日 

第３期    １２月１６日～１２月２８日 

第４期  翌年２月１６日～ ２月 末日 

制度なし 

 



 ８

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 業 委 員 会 の取 扱 い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整方針案 新潟市 巻町 

農業委員会については，農業委員会等に関する法律第３４条第２項の規定を適用し，

現在巻町に設置されている農業委員会は，現行のとおり存続する。 

ただし，区域については，合併後の状況により新市全域で再編，見直しを図る。 

農業委員会の構成 

 

新潟市農業委員会（定数）                  （H１６．４．１現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

任期は，平成１４年７月２０日～平成１７年７月１９日  

委員の構成 部会の構成 

構    成 委員数 部 会 名 委員数

選挙による委員 ３０ 農 地 部 会 １８ 

農協・共済の推薦 ４ 農業振興部会 １７ 

市議会からの推薦 ５ 農 政 部 会 １６ 

計 ３９ 会長は部会には無所属 

農業委員会の構成 

 

巻町農業委員会（定数）        （H１６．８．１０現在） 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

任期は，平成１６年８月１０日～平成１９年８月９日 

 

 

 

委員の構成 

構    成 委員数 

選挙による委員 １９ 

農協・共済の推薦 ２ 

町議会からの推薦 ２ 

計 ２３ 

 



 ９

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般職の職員の取扱い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整方針案 新潟市 巻町 

(1) 巻町の定数内職員及び定数外の休職中等の職員は，全て新潟市の職員として引き

継ぐ。 

(2) 職員の任免，給与その他の身分の取扱いについては，新潟市の職員と不均衡が生

じないよう公正に取扱うものとし，その細目は両市町の長が別に協議して定める。 

職員数                                    （H16. 4. 1現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職階制 

 

 

 

 

 

 

【定数条例上で定数外とされている職員】 

 

  制度なし 

 

 新潟市 

部  局  名 定 数（人） 職員数（人）

市長部局   3,695   3,537

市民病院以外   2,917   2,780
 

市民病院    778     757

議会事務局     28      23

選挙管理委員会     12      11

監査委員事務局     16      12

農業委員会事務局     29      16

教育委員会    926     792

事務局職員    738     632
 

教職員    188     160

消防局    532     526

水道局    293     281

合   計  5,531   5,198

職員数                                    （H16. 4. 1現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職階制 

 

 

 

 

 

 

【定数条例上で定数外とされている職員】 

 

 ・休職中の職員及び復権を命ぜられてから６月に満たない職員 

 ・結核性疾患のため休養中の職員及び出勤を許可されてから６月に満たない職員 

 

 巻町 

部  局  名 定 数（人） 職員数（人）

町長部局 427 344

町立病院以外 224 205
 

町立病院 203 139

議会事務局 4 4

選挙管理委員会 

監査委員事務局 4 (4)

農業委員会事務局 9 4

教育委員会 55 43

事務局職員 55 43
 

教職員 0 0

水道事業 20 11

 

合   計 519 406

 

（H16. 4. 1 現在） 

区 分 人 数 区 分 人 数 

局 長 級     6 補 佐 級   567

部 長 級    37 係 長 級  1,703

次 長 級    71 その他職員  2,558

課 長 級   255   

（H16. 4. 1 現在） 

区 分 人 数 区 分 人 数 

局 長 級   補 佐 級   24

部 長 級   係 長 級  52

次 長 級   その他職員  298

課 長 級 32   



 １０

 

 

 

調整方針案 新潟市 巻町 

 

 
１ 俸給及び給料表の種類 

 (1) 9種類 

                一般俸給表，医療職俸給表（1），（2)，（3） 

               消防職俸給表，教育職俸給表(1)，（2） 

               企業職員給料表，准職員俸給表 

 

２ 俸給及び給料 

 (1) 一般職俸給表  １１級  （国と同じ）  

 (2) 職員１人当たり給与  （H15.4.1現在） 

 

   ・ 一般行政職        平均給料月額 363,459 円 

               平均給与月額 388,774 円 

               平 均 年 齢            42才 6月 

 

   ・ 技能労務職        平均給料月額 344,312 円 

               平均給与月額 366,204 円 

               平 均 年 齢           44才 2月 

 

   ・ 水道企業職         平均給料月額 366,806 円 

                       平均給与月額 395,767 円 

                        平 均 年 齢            42才 7月 

 

（注） 

・扶養，通勤，住居手当 ＋ 給料月額 ＝給与月額 

・平成１５年度給与実態調査表より 

１ 俸給及び給料表の種類 

 (1) ５種類 

                 行政職給料表 

技能労務職給料表 

医療職給料表（1），（2)，（3） 

 

２ 俸給及び給料 

 (1) 行政職給料表  ８級  （国と同じ）  

 (2) 職員１人当たり給与  （H15.4.1現在） 

 

   ・ 一般行政職        平均給料月額 342,561 円 

               平均給与月額 355,768 円 

               平 均 年 齢           43才  9月 

 

   ・ 技能労務職        平均給料月額 292,892 円 

               平均給与月額 305,811 円 

               平 均 年 齢          45才 11月 

 

   ・ 水道企業職         平均給料月額 355,846 円 

                       平均給与月額 373,827 円 

                        平 均 年 齢            47才 3月 

 

（注） 

・扶養，通勤，住居手当 ＋ 給料月額 ＝給与月額 

・平成１５年度給与実態調査表より 

 



 １１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別職の職員の取扱い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三役及び教育長の身分の取扱い 

調整方針案 新潟市 巻町 

巻町の三役及び教育長は失職とする。 

なお，巻町長は，原則として地域審議会の委員とするが，その具体的な取扱いについ

ては，両市町の長が別に協議して定める。 

また，巻町の助役，収入役及び教育長の身分の取扱いについては，両市町の長が別

に協議して定める。 

三役及び教育長      （平成 16 年 4 月 1 日現在） 

 

  市 長    助 役（２）    収入役    教育長 

 

三役及び教育長      （平成 16 年 4 月 1 日現在） 

 

  町 長    助 役    収入役    教育長 

  

※平成１６年４月１日現在，助役及び収入役は空席 

 

 



 １２

 

 

行政委員会及び監査委員並びにその委員の身分の取扱い 

調整方針案 新潟市 巻町 

巻町に置かれている行政委員会及び監査委員は廃止し，その委員は失職とする。 

 

 

職     名 委員の数（人）

 

教育委員会 

 

委員長 

委員 

1

4

 計 5

 

選挙管理委員会 

 

委員長 

委員 

1

3

 計 4

 

監査委員 

 

代表監査委員

委員 

1

3

 計 4

 

公平委員会 

 

委員長 

委員 

1

2

 計 3

 

固定資産評価審査委

員会 

 

委員長 

委員 

1

2

 計 3

 

   
職     名 委員の数（人）

 

教育委員会 

 

委員長 

委員 

1

4

 計 5

 

選挙管理委員会 

 

委員長 

委員 

1

3

 計 4

 

監査委員 

 

代表監査委員 

委員 

1

1

 計 2

 

公平委員会 

 

委員長 

委員 

0

0

 計 0

 

固定資産評価審査委

員会 

 

委員長 

委員 

1

2

 計 3
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行政機構及び組織の取扱い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巻町役場及び行政機構の取扱い 

調整方針案 

合併前の行政サービス水準を確保するため，巻町役場は，合併時に地方自治法上の支所とする。 

ただし， (1) 支所については，現行の組織機能を考慮した組織体制とする。 

(2) 支所の組織については，住民生活に急激な変化を来すことのないよう配慮し，合併後の状況により再編，見直しを図る。 

       (3) 住民生活に直接影響を与えない管理部門は，早期に統合する。 

 

 

附属機関の取扱い 

調整方針案 

巻町に置かれている附属機関は，廃止する。ただし，必要により巻町の実情に応じた適切な措置を講ずる。 

また，合併後の附属機関の委員構成については，必要により巻町の実情に応じた適切な措置を講ずる。 
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組織図・機構図 

新潟市 

                            

 

 

 

議会

常任委員会

総務常任委員会

文教経済常任委員会

市民厚生常任委員会

建設常任委員会

議会運営委員会

特別委員会

政令指定都市調査特別委員会

新潟駅連続立体交差事業及び総合交通体系調査特別委員会

地域経済活性化・雇用対策調査特別委員会

（仮称）新潟市総合卸売センター建設計画等調査特別委員会

議会事務局

総務課 (13) 庶務係 (6) 調査係 (5)
議事課 (8) 議事係 (3) 委員会係 (4)

財  政  部 (269)

広域合併推進課 (16)広域合併推進部

(25)

財政課 (21)

政令指定都市推進課 (8)

職員研修所（※人事課兼務）

総務係 (4) 事務管理係 (4) 統計調査係 (11)

(86)
法制室 (4)

厚生係 (3) 共済係 (4) 保健係 (6)職員厚生課 (15)

総務局

総  務  部

(180)

総務課 (25)

男女共同参画課 (7)
人事課 (18)

企画広報係 (4) 市報係 (5)

人事係 (6) 研修係 (3) 給与係 (6)
企画係 (3) 事業係 (1)

広報課 (11)
市民相談室 (9)

(82)
国際課 (13)国際文化部

美術館 (8)

国際交流協会派遣 (1)

庶務係 (7)

秘書課 (11)

文化振興課 (39)

市民芸術文化会館 (13) 音楽文化会館派遣 (6)

企画管理係 (5)  振興係 (4)

市民プラザ派遣 (3) 開発公社派遣 (水族館 )(4)

(財 )新潟市芸術文化振興財団派遣 (2)

歴史博物館派遣 (9)

歴史文化課 (21)

埋蔵文化財センター (3)

企画財政局 (351)

市民協働政策担当部長

企画・文化財係 (5) 歴史資料係 (1)

土地利用担当部長

総合企画課 (15)企  画  部
(50) 総合計画策定

市民協働政策室 (5)

庶務係 (2) 秘書係 (7)

総務班 (3) 企画推進班 (4) 計画調整班 (5)

市政改革推進班 (3) 行政評価推進班 (3)市政改革･創造推進課 (9)

　　プロジェクト・チーム (7) ※ (総合企画課兼務）

情報政策課 (24) IT企画係 (3) 情報化推進係 (7) 情報システム係 (11)

庁舎管理係 (4) 財産管理係 (5) 自動車管理係 (19)

土地対策係 (3) 用地第 1係 (4) 用地第 2係 (4)

管財課 (33)

用地対策課 (18)
法定外公共物担当課長

開発公社派遣 (4)用地第 3係  (兼 4)

市  長

助  役

総務班 (3) 行政制度調整班 (6)
まちづくり計画班 (4)
移行推進班 (3) 行政区制度班 (1)

調査係 (2) 予算第 1係 (8) 予算第 2係 (6) 資金係 (2)

新潟市福祉公社派遣 (6) 新潟市社会福祉協議会派遣 (2)

家屋第1係 (16) 家屋第2係 (17) 償却資産係 (5)

大江山連絡所 (2)

管理係 (6) 在宅福祉係 (7) 支援費サービス係 (7)

こども政策推進室(2)

(932)

西地域保健福祉センター (5)

厚生福祉課 (59)

青山斎場 (2)

管理係 (6) 保育指導係 (5) 保育係 (8) 児童係 (7)

庶務係 (7) 保護第1係 (13) 保護第2係 (9)
保護第3係 (9) 保護第4係 (9) 保護第5係 (9)

保育園45

新潟市福祉公社派遣 (1)

ひしのみ園 (15)

中央地区担当部長

危機管理体制整備担当参事

市民生活部

(146)
入舟連絡所 (2)

児童館1

保健福祉部 総務係 (5) 指導監査係 (4)
南地域保健福祉センター (7)

坂井輪地区事務所 (15) 地域係 (4) 市民係 (4) 厚生係 (5)
地域係 (4) 市民係 (4) 厚生係 (5)石山地区事務所 (17)

自治振興課 (22) 自治振興係 (7) 住居表示係 (4)
消費生活センター (7)

契約課 (14) 物品契約係 (4) 工事契約係 (7)
工事検査管理室 (14)
市民税課 (57)

市民税第2係 (13) 市民税第3係 (12)
資産税課 (68)

税制係 (6) 諸税係 (5) 証明係 (5) 市民税第1係 (14)

管理係 (4) 土地第1係 (10) 土地第2係 (12)

納税課 (43) 収納係 (12) 納税第1係 (9) 納税第2係 (7)
納税第3係 (7) 納税第4係 (6)

北地区事務所 (18) 地域係 (4) 市民係 (3) 厚生係 (4)

市民局

地域係 (6) 市民係 (4) 厚生係 (3)
赤塚連絡所 (2)
中野小屋連絡所 (2)

(1,466)

東地区事務所 (20)

中地区事務所 (14)
西地区事務所 (19)

地域係 (3) 市民係 (6) 厚生係 (6)
大形連絡所 (3)
地域係 (3) 市民係 (5) 厚生係 (4)

南地区事務所 (19)
曽野木連絡所 (3)
両川連絡所 (2)

南浜連絡所 (2)
濁川連絡所 (2)
地域係 (4) 市民係 (4) 厚生係 (4)

市民課 (63)

防災課 (12)
国民健康保険課 (46)

こども政策推進担当課長

保健福祉総務課 (79)

防災企画係 (4) 防災対策係 (4)

明生園 (22)
障害福祉課 (74)

石山地域保健福祉センター (6)

児童福祉課 (417)

管理係 (7) 給付係 (11) 保険料第1係 (14)

管理係 (3) 証明係 (15) 審査係 (10) 記録係 (11)
戸籍係 (14) 国民年金係 (6)

保険料第2係 (6) 保険料第3係 (5)

中地域保健福祉センター (5)
北地域保健福祉センター (4)
黒埼地域保健福祉センター (5)

坂井輪地域保健福祉センター (8)
東地域保健福祉センター (8)
中央地域保健福祉センター (9)

こども相談センター (10)

知的障害者デイサービスセンター (5)
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組織図・機構図 

新潟市 

   

 

 

管理係 (3) 振興係 (7) 水田農業係 (4)

管理係 (13) 介護保険係 (4) 看護係 (5) 介護第1係 (30)

管理係 (9) 企画係 (5) 医務薬事係 (5)

農政室 (6)
(財 )新潟ミートプラント (1)

管理係 (4) 流通・調査係 (4)

企業支援係 (3) 商業振興係 (5) 工業振興係 (1)

管理係 (4) 計画係 (4) 工務係 (5) 農村整備係 (4)
管理係 (3) 水産係 (4) 保安林係 (3)

企画係 (4) 推進係 ( 4)
(財 )新潟観光コンベンション協会 (3)

医療給付係 (6)
大山台高齢者福祉センター (64)

介護第2係 (9)

(財 )新潟勤労者福祉振興協会 (2)

管理係    福祉サービス係

管理係 (4) 賦課収納係 (5) 認定審査係 (11)
介護給付係 (3)

福祉係

(財 )新潟市勤労者福祉サービスセンター (2)

雇用対策室 (4)
企業立地室 (1)

高齢者福祉課 (86)

商工振興課 (20)

赤塚処分地管理事務所 (11)

企画係 (4) 貿易振興係 (6) 新産業振興係 (4)

資源再生センター (6)

健康増進課 (31)

新焼却場建設準備室 (2)

管理係 (4) 福祉サービス係 (7) 生きがい推進係 (2)

計画推進係 (3) 整備係 (3)建設課 ( 9)
中央卸売市場 (20) 管理課 (10)

農林水産部

(89)
農業振興課 (24)

産業経済局 (140)

商工労働部(50) 産業企画課 (16)

清掃事務組合派遣 (3)

東清掃センター (47) 管理係 (4) 清掃係 (33) 施設係 (4)
太夫浜処分地管理事務所 (4)

西清掃センター (88) 管理係 (6) 清掃係 (69)

水産林務課 (12)
農地課 (20)

騒音係 (4)
管理係 (4) ごみ対策係 (5) 産業廃棄物対策係 (4)
料金係 (4) 施設係 (3)
減量推進室 (8)

管理係 (9) 施設第1係 (44) 施設第2係 (4)新田清掃センター (60)

感染症対策係 (8) 母子保健係 (17) 歯科保健係 (4)

環境部

清掃課 (40)

環境対策課 (26)

在宅福祉係    支援費サービス係
庶務係    保護第1係    保護第2係
保護第3係    保護第4係    保護第5係

環境衛生課 (23) 施設指導係 (5) 営業指導係 (5) 生活環境係 (11)

黒埼支所保健福祉課

介護保険課 (26)

福祉事務所 児童福祉課

障害福祉課

厚生福祉課

総務課 (21)

(※福祉事務所の各課は保健福祉部関係・黒埼支所保健福祉課と兼務 )

児童係

高齢者福祉課

食品衛生課 (25)
保健所

生活課 (17)

食肉衛生検査所 (15)

保健予防課 (43)

(265)

食品衛生係 (9) 製造施設指導係 (4) 乳肉衛生係 (9)

成人病対策係 (6) 地域保健係 (6)

環境管理係 (4) 企画係 (5) 大気係 (4) 水質係 (6)

精神保健福祉係 (8) 健康づくり係 (6)

健康診査係 (8)

総務係 (3) 微生物係 (7) 食品係 (5)

検査第1係 (6) 検査第2係 (7)

水質係 (5) 大気係 (4)
衛生試験所

環境課 (11)

園芸センター (12)

観光物産課 (13)

(133)

土木部(209)

黒埼支所 (59)

下水道管理センター (92)

(財 )新潟市土地開発公社派遣 (4)

(財 )新潟市都市緑化推進協会派遣 (3)

(570)

管理係 (4) 公園緑化推進係 (3) 水辺利用計画係 (3)

道路建設係 (11) 公園緑地係 (18) 交通安全施設係 (5)

管理係 (7) 道路維持係 (21) 下水道管渠維持係 (10)

企画係 (5) 生活交通係 (2)

開発審査係 (8)
開発建築部

都市交通政策課 (10)
都市計画部(52) 都市計画課 (14) 管理係 (3) 企画係 (2) 計画係 (6)

新潟駅周辺計画課 (14) まちなみ企画係 (6) 計画係 (5)

管理係 (4) 市街地整備計画係 (4) 組合指導係 (3)

港湾係 (4)港湾空港課 (13)
空港対策室 (5)

都市整備局

管理係 (3) 推進係 (5) 街なみ整備係 (7)

都市総務室  (3)

再開発係 (4) 都市景観係 (4)

維持管理課 (37) 管理係 (7) 道路維持係 (18) 下水道管渠維持係 (9)

街づくり推進課 (27)

建築指導課 (23)

都市開発課 (22)

管理係 (4) 建築指導係 (4) 建築審査第 1係 (5)
建築審査第 2係 (4)

東土木事務所(78) 維持管理課 (41)

計画建築係 (4)

管理係 (5) 用地係 (5) 計画調整係 (5)
交通安全対策室 (6)

公園水辺課 (16)

土木総務課 (24)
土木企画課 (25)

西土木事務所(65)

下水道部(172)

庶務係 (4) 住宅管理係 (7) 施設維持係 (5)

総務係 (5) 路政係 (10) 維持調整係 (4)

企画管理係 (4) 営繕第 1係 (6) 営繕第2係 (6)
電気設備係 (5) 機械設備係 (6)

住宅課 (27)

営繕課 (33)

建設課 (27)

下水道企画課 (18)
下水道建設課 (42)

建設課 (36)

管理係 (3) 設計第 1係 (7) 設計第 2係 (6)
工務第1係 (6) 工務第 2係 (7)

雨水対策室 (7)

総務係 (6) 計画係 (6) 企業化推進係 (2)

総務課 (7)

下水道業務課 (18) 業務係 (8) 水洗化普及係 (6)

管理係 (6) 施設係 (8) 水質係 (5) ポンプ場係 (38)
中部下水処理場 (5)
船見下水処理場 (26)

維持係 (4)
維持係 (25)

総務係 (4) 計画管理係 (3)
市民課 (12) 戸籍住民係 (4) 生活環境係 (3) 市税年金係 (4)

管理係 (4) 医事係 (2)

保健福祉課 (11) 福祉係 (5) 保健係 (5)

新病院建設課 (9)

企画総務係 (3) 職員係 (5) 会計係 (4)

経営情報係 (2) 建設係 (4)

市民病院 (757)

農政係 (2) 農業振興係 (2) 商工観光係 (3)産業課 (8)
地域整備課 (19)

医事課 (8)

医療情報部 (7)
医療管理部 (1)
地域医療部 (5)

管理係 (2) 維持係 (4) 業務係 (2) 土木建設係 (4)
下水道建設係 (5)

事務局 総務課 (19)

教育研修部 (3)

診療部 (59)
救命救急センター (8)
新生児医療センター (7)

道路建設係 (7) 公園緑地係 (13) 交通安全施設係 (5)

施設用度係 (6)
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(195)

予防課 (12) 予防係 (3) 指導係 (4) 危険物係 (3)

中央手術部 (1)
看護部 (489)
薬剤部 (22)
医療技術部 (109)

本署 (42)

総務課 (32) 企画管理係 (4) 人事教養係 (3) 経理係 (4)
県消防学校派遣 (1) 県防災航空隊派遣 (2)

西消防署  (198)

予防課 (9)

救急係 (3) 救助係 (2)

市防災課派遣 (1) 総務省消防庁派遣 (1)
(526)

副収入役 会計課 (14)

警防課 (10) 警防係 (3) 機械係 (2) 消防団係 (3)
救急救助課 (7)
指令課 (25) 指令第1係 (7) 指令第2係 (7) 指令第3係 (7)

総務係 (3) 予防係 (5)
警防課 (47) 警防第1係 (2) 警防第2係 (2)

出張所 [8](119)
黒埼出張所 (22) 総務係 (5) 予防係 (4) 危険物係 (5)

警防係 (4) 救急救助係 (3)

出張所 [10](183)

東消防署   (239)

予防課 (8) 総務係 (2) 予防係 (5)
警防課 (47) 警防第1係 (2) 警防第2係 (2)

出納係 (5) 審査係 (7)

収入役

附属大山台診療所 (4)

消防局

本署 (42)

水道局  (281)

業務部 (86)

水道事業管理者

総務課 (13) 総務係 (7) 職員係 (4)
財務課 (18) 財務係 (5) 経理係 (4) 契約係 (4)

検査室 (3)
業務課 (51) 管理係 (5) 電算係 (7)

収納係 (8) 計量係 (7)
収納係 (11) 計量係 (9)

西営業所 (16)
東営業所 (21)

改良係 (6) 維持係 (8)

技術部

信濃川浄水場建設室

計画課 (16) 企画係 (5)
施設建設係 (4)

工務課 (16) 管理係 (2) 工務第1係 (7) 工務第2係 (4)
管理係 (2) 給水開発係 (8) 給水検査係 (7)
水道メーター係 (4)

給水装置課 (25)

管理係 (5) 維持計画係 (7)

青山浄水場 (17)

維持管理課 (48)
西工事事務所 (17)

教育委員会

東工事事務所 (16) 改良係 (6) 維持係 (8)
管理係 (4) 施設係 (7)浄水課 (70)

鳥屋野浄水場 (22)

水質管理課 (19)
阿賀野川浄水場 (17)
水質第1係 (4) 水質第2係 (9) 水質第3係 (4)

総務課 (21)

(792)

(121)
学校教育部

教育長

総務係 (5) 職員係 (5) 経理係 (6)
企画室 (1)

施設課 (30) 管理係 (4) 計画係 (4) 建築第1係 (5)
建築第2係 (5) 設備係 (8)

設備係 (4)

第 1監査係 (4) 第 2監査係 (3) 第 3監査係 (3)

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

監査委員

(11)

管理係 (4) 選挙係 (4)

西新潟市民会館 (2)
(146) 生涯学習施設建設室 (3)

企画管理係 (3) 学習振興係 (5)生涯学習課 (13)

黒埼学校給食センター (8)

黒埼ふれあい教育センター

総合教育センター (14) 庶務管理係 (4)

教育相談センター (8)

管理主事 (3) 指導主事 (8) 庶務係 (5) 学務係 (4)学校指導課 (22)

公民館分館 [2]

保健係 (6) 給食係 (7)
視聴覚センター (1)

指導主事 (9)

中地区公民館 (3)
坂井輪公民館 (3) 公民館分館 [1]

公民館分館 [1]

万代市民会館 (3)

公民館分館 [2]
東地区公民館 (3)

関屋地区公民館 (3)
黒埼地区公民館 (4)

曽野木地区公民館 (3)

図書館分館　 [7] (14)

高等学校  [3] (147)
養護学校  [1] (12)

選挙管理委員会

図書館分室　 [16]
舟江図書館 (2) 整理係 (2)

国体準備室 (1)
庶務係 (3) 企画係 (5) 振興係 (5)

開発公社派遣 (22)

管理係 (2) 企画指導係 (4) 青少年対策係 (3)青少年課 (13)

保健給食課 (24)

公平委員会 (書記は総務局総務部総務課職員併任 ) (5)

(12)

生涯学習部

幼稚園  [3] (30)
小学校  [61] (269)
中学校  [31] (67)

体育課 (40)

農業委員会

農業振興部会

(16)

農地部会

農政部会

農業委員会事務局

奉仕係 (4)

農地係 (3) 振興係 (2) 農政係 (5)
西地区駐在室 (1)
北地区駐在室 (1)
黒埼地区駐在室 (2)

固定資産評価審査委員会 (書記は企画財政局財政部市民税課職員併任 )

沼垂図書館 (30) 庶務係 (2) 整理係 (5)

公民館分館 [1]

石山地区公民館 (3)
西地区公民館 (4)

北地区公民館 (4)
鳥屋野地区公民館 (3)

公民館分館 [2]
公民館分館 [2]

中央公民館 (9) 庶務係 (2) 事業係 (4)



 １７

 

 

組織図・機構図 

巻町 

 

 

 

 

町議会

庶務行政係 （5）　財政係（４） 人事係 （3）

（不在）

町　　長 助　　役

町民税係 （5）　収税管理係（5） 資産税係（5）

社会福祉係（3）障害福祉係（3） 国民年金係（2）

市町村合併問題担当･ｺﾐｭﾆﾃｨ担当（2） 県派遣（1）総　務　課

庶務係 （1）　議事調査係 （1）議会事務局 （4）

（17）

企画開発課 （10） 企画調整係（2）　広報広聴係（2）

用地管財課 （7） 用地管財係（3）　地籍調査係（2）

 電子情報化推進室（1）

税　務　課 （17） 徴収専門員（1）

住　民　課 （9） 戸籍係（3）　住民係（4）　窓口係（兼4）

町民福祉課 （77）

保育所［8］（62）

高齢福祉保健課 （21） 高齢福祉係（3）  介護保険係（4）

生活環境課 （7） 生活環境係（3）　交通防災係（2）

農　政　課 （12） 農政係（6）　農村整備係（4）

商工観光課 （5） 商工振興係（1・兼1）　観光係（1・兼1）

建　設　課 （16） 維持管理係（9）　公園管理係（1）

上下水道課 （3） 下水道係（2）

収　入　役 会 計 課 （4） 会計係（2）

教育委員会 教　育　長

学校教育課 （21） 庶務係（2）学校教育係（2）

学校給食共同調理場（9） 学校給食係（2）

小学校〔5〕（4）

社会教育課 （16）

公民館（3）

郷土資料館

文化会館（1）

生涯スポーツ課 （6）　　生涯スポーツ係（4）

中学校〔2〕（2）

生涯学習係（2）いきいき学習係（1）文化行政係（3･兼1）埋蔵文化財係（2）

（1）

選挙管理委員会 事　務　局

事　務　局

事　務　局

事　務　局

監査委員

農業委員会

水道事業管理者

（兼 35）

（兼 4）

（4）　　　農地・農政農振係（3）

（11）　 業務係（3）　工務係（4）　浄水係（2）

病院事業

庶　務　課

医　事　課

老人保健施設課

（7） 庶務係（3）管理係（1･兼1）給食係（1･兼1）

（1）

（41） 庶務係（4）療養係（32）

訪問看護ステーション （2）

在宅介護支援センター （2）

看　護　部

薬　剤　部

診　療　部 （21）

（7）

（62）

保健指導係（6）介護保険相談係（1）

健康づくり係（4）

電算統計係（1・兼1）　都市計画係（2）

国民健康保険係（3）

技術係（3）

ふれあい福祉センター（1）

保健センター（8）

国体準備室 （兼3）　　国体準備係（兼2）

子育て支援センター（1）

公民館係（3）

固定資産評価審査委員会

（139）

（不在）

地区公民館〔2〕
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附属機関 

新潟市 巻町 

１．新潟市情報公開・個人情報保護審査会 

１－２．新潟市情報公開制度運営審議会 

１－３．新潟市個人情報保護審議会 

２．新潟市特別職報酬等審議会 

３．新潟市表彰審査会 

４．該当なし 

５．該当なし 

６．新潟市文化財保護審議会 

７．新潟市総合計画審議会 

８．新潟市防災会議 

９．新潟市国民健康保険運営協議会 

１０．新潟市民生委員推薦会 

１１．新潟市介護認定審査会 

１２．新潟市環境審議会 

１３．新潟市清掃審議会 

１４．該当なし 

１５．該当なし 

１６．該当なし 

１７．新潟市都市計画審議会 

１８．該当なし 

１９．該当なし 

２０．該当なし 

２１．新潟市黒埼学校給食センター運営委員会 

２２．新潟市社会教育委員  

２３．新潟市公民館運営審議会 

２４．新潟市青少年問題協議会 

２５．新潟市スポーツ振興審議会 

２６．新潟市病院事業運営審議会 

１．巻町行政情報公開等審査会 

 

 

２．巻町特別職報酬等審議会 

３．巻町褒賞審議委員会 

４．巻町文化会館運営委員会 

５．巻町郷土資料館運営協議会 

６．巻町文化財調査審議会 

７．巻町総合計画審議会 

８．巻町防災会議 

９．巻町国民健康保険運営協議会 

１０．巻町民生委員推薦会 

１１．巻町介護認定審査会 

１２．巻町自然環境保全審議会 

１３．巻町廃棄物減量等推進審議会 

１４．巻町融資委員会 

１５．巻町露店市場管理運営委員会 

１６．巻町国土調査推進委員会 

１７．巻町都市計画審議会 

１８．巻町学校施設整備審議会 

１９．巻町立視聴覚ライブラリー運営委員会 

２０．巻町立理科教育センター運営委員会 

２１．巻町学校給食運営委員会 

２２．巻町社会教育委員 

２３．巻町公民館運営審議会 

２４．巻町青少年問題協議会 

２５．巻町スポーツ振興審議会 

２６．巻町病院事業運営委員会 

 



 19

一部事務組合等の取扱い 
 

構成市町村等 
一部事務組合等の名称 

新潟市 巻 町 そ の 他 
調 整 方 針 案 

新潟県市町村総合事務組合 ○ ○ 県内市町村・一部事務組合 

巻町は合併の前日の終了をもって脱退する。 

なお，消防団員の公償等に関する事務，交通災害共済に関する事務並びに新潟県自治会館の設置及び管理運営に関する事務について

は，新潟市は継続加入する。 

また，その他の共同事務については，新潟市の制度に統一する。 

巻町・西川町上水道原水供給企業団  ○ 西川町 合併の前日の終了をもって解散し，財産及び事務は，全て新潟市に引き継ぐ。 

西蒲原福祉事務組合 ○ ○ 岩室村ほか 

巻町は合併の前日の終了をもって脱退し，新潟市がその地位を継承の上，継続加入する。 

また，合併後も負担金の算出にあたっては，合併前の人口等の数値を基礎とする。新規施設の建設や大規模改修の負担，組合の存廃，将

来の脱退に関しては，構成員・組合事務局と今後協議を行う。 

三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合 ○ ○ 三条市ほか 

巻町は合併の前日の終了をもって脱退し，新潟市がその地位を継承の上，継続加入する。 

また，合併後も負担金の算出にあたっては，合併前の人口等の数値を基礎とする。新規施設の建設や大規模改修の負担，組合の存廃，将

来の脱退に関しては，構成員・組合事務局と今後協議を行う。 

巻町外三ヶ町村衛生組合  ○ 西川町ほか 
合併の前日の終了をもって解散し，財産，事務及び職員は，全て新潟市に引き継ぐ。 

なお，職員の取扱いは，一般職の職員の取扱いに準ずる。 

巻・西川・潟東消防事務組合  ○ 西川町ほか （平成１７年３月２０日の終了をもって解散の予定） 

新潟県市町村職員共済組合 （○） ○ 
県内市町村・一部事務組合（新潟

市はH17.3.21加入予定） 
巻町は合併の前日の終了をもって脱退し，新潟市は継続加入する。 

地方公務員災害補償基金 ○ ○ 
全国都道府県・市町村・一部事務

組合 
巻町は合併の前日の終了をもって脱退し，新潟市は継続加入する。 

新潟地域広域市町村圏協議会 ○ ○ 新津市ほか 巻町は合併の前日の終了をもって脱退し，新潟市は継続加入する。 

西蒲地域土地開発公社  ○ 西川町ほか 合併の前日の終了をもって解散し，財産及び事務は，全て新潟市土地開発公社に引き継ぐ。 

新潟県国民健康保険団体連合会 ○ ○ 県内市町村・一部事務組合 巻町は合併の前日の終了をもって脱退し，新潟市は継続加入する。 

西蒲原郡予防接種健康被害調査委員会  ○ 岩室村ほか 巻町は合併の前日の終了をもって脱退し，新潟市の制度に統一する。 

町村議会議員共済会  ○ 全国町村 巻町は合併の前日の終了をもって脱退し，新潟市の制度に統一する。 

新潟地区消防応援協議会 ○ ○ 新津市ほか 巻町は合併の前日の終了をもって脱退し，新潟市は継続加入する。 

南部地区消防応援協議会  ○ 燕市ほか 巻町は合併の前日の終了をもって脱退し，新潟市がその地位を継承する。 

西蒲・燕地区視聴覚教育協議会  ○ 燕市ほか 巻町は合併の前日の終了をもって脱退し，新潟市の制度に統一する。 
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一部事務組合 

新潟市 巻町 

１．新潟県市町村総合事務組合 

２．新潟東港地域水道用水供給企業団 

２－２．新潟東港臨海水道企業団 

３．西蒲原福祉事務組合 

４．三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合 

５．新潟地区広域清掃事務組合 

６．該当なし 

１．新潟県市町村総合事務組合 

２．巻町・西川町上水道原水供給企業団 

 

３．西蒲原福祉事務組合 

４．三条・燕・西蒲・南蒲広域養護老人ホーム施設組合 

５．巻町外三ヶ町村衛生組合 

６．巻・西川･潟東消防事務組合 

 

 

 

法定協議会等 

新潟市 巻町 

１．新潟県市町村職員共済組合（H17.3.21加入） 

２．地方公務員災害補償基金 

３．新潟地域広域市町村圏協議会 

４．該当なし（新潟市土地開発公社で対応） 

５．新潟県国民健康保険団体連合会 

６．該当なし（新潟市予防接種健康被害調査委員会で対応） 

７．市議会議員共済会 

８．新潟地区消防応援協議会 

８－２．中ノ口沿線消防応援協議会 

９．該当なし（視聴覚センターで対応） 

１．新潟県市町村職員共済組合 

２．地方公務員災害補償基金 

３．新潟地域広域市町村圏協議会 

４．西蒲地域土地開発公社 

５．新潟県国民健康保険団体連合会 

６．西蒲原郡予防接種健康被害調査委員会 

７．町村議会議員共済会 

８．新潟地区消防応援協議会 

８－２．南部地区消防応援協議会 

９．西蒲・燕地区視聴覚教育協議会 

 



 ２１

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使 用 料 ・ 手 数 料 の 取 扱 い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整方針案 

合併時に制度の統一が可能なものは，新潟市の制度に統一する。 

ただし，内容等に著しい差異があり，直ちに統一できないものは，当分の間，現行のとおりとし，合併後検討する。 

 



 ２２

 

 

税務関係手数料 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 １ 税務関係手数料 

 

①土地・家屋に関する証明手数料              １筆又は１棟につき  300円

 

②名寄帳の閲覧手数料         土地，家屋，償却資産それぞれにつき  300円

③土地・家屋調書の閲覧手数料                     １冊につき  300円

④公図副本の閲覧手数料                        １冊につき  300円

⑤公図副本の複写実費                          １枚につき   10円

⑥住宅用家屋証明申請手数料                     １件につき 1,300円

⑦納税証明書交付手数料                        １件につき  300円

⑧その他証明手数料                            １件につき  300円

 

１ 税務関係手数料 

 

①土地・家屋に関する証明手数料                   1件につき  300円

（土地５筆又は家屋５棟をもって１件とする。）

②名寄帳の閲覧手数料                        1名義人につき  300円

③土地・家屋調書の閲覧手数料                     調書の閲覧制度なし

④公図副本の閲覧手数料                       1件につき  300円

⑤公図副本の複写実費                                な  し

⑥住宅用家屋証明申請手数料                     １件につき 1,300円

⑦納税証明書交付手数料                        １件につき  300円

⑧その他証明手数料                           １件につき  300円

 

 

 

戸籍・住民基本台帳関係手数料 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 １ 手数料の額 

 

①印鑑登録証明書交付手数料                           １通 300円

②印鑑手帳交付手数料（紛失及び改印）                    １通 400円

③住民票関係閲覧手数料                            １世帯 300円

（住民票補助台帳の閲覧の場合）                       １冊 3,000円

④住民票関係写し交付手数料                           １通 300円

⑤住民票関係記載事項証明手数料                       １通 300円

⑥身分証明書交付手数料                              １通 300円

⑦戸籍謄本・抄本交付手数料                           １通 450円

⑧除籍謄本・抄本交付手数料                           １通 750円

⑨戸籍届出・申請の受理証明書交付手数料                 １通 350円

（上質紙の場合）                                １通 1,400円

⑩戸籍記載事項証明手数料                            １件 350円

⑪外国人登録原票記載事項証明書交付手数料               １通 300円

⑫その他証明手数料                                 １件 300円

⑬公的年金現況届                                      無 料

 

 

 

 

 

１ 手数料の額 

 

①印鑑登録証明書交付手数料                         １通 300円

②印鑑登録証手数料（紛失及び改印）                   １通 400円

③住民票関係閲覧手数料                            １人 300円

（住民票補助台帳の閲覧の場合）                          制度なし 

④住民票関係写し交付手数料                            １枚 300円
⑤住民票関係記載事項証明手数料                      １通 300円
⑥身分証明書交付手数料                             １通 300円

⑦戸籍謄本・抄本交付手数料                           １通 450円

⑧除籍謄本・抄本交付手数料                         １通 750円

⑨戸籍届出・申請の受理証明書交付手数料                   １通 350円

（上質紙の場合）                                １通 1,400円

⑩戸籍記載事項証明手数料                            １件 350円

⑪外国人登録原票記載事項証明書交付手数料               １通 300円

⑫その他証明手数料                                 １件 300円

⑬公的年金現況届                                      無 料

 

 

 

 



 ２３

 

 

狂犬病予防関係手数料 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 犬の登録と狂犬病予防注射手数料 
 

手   数   料   区  分 金額（円） 

登                  録 ３，０００ 

狂犬病予防注射済票交付   ５５０ 

鑑   札   再   交   付 １，６００ 

狂犬病予防注射済票再交付   ３４０ 

  

犬の登録と狂犬病予防注射手数料 
 

新潟市と同じ 

 

 

鳥獣飼養登録票関係手数料 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 手数料条例における鳥獣飼養登録票の交付手数料等 

 

交付手数料                          １羽又は１頭につき３，４００円

更新手数料                          １羽又は１頭につき３，４００円

再交付手数料                         １羽又は１頭につき３，４００円

 

手数料条例における鳥獣飼養登録票の交付手数料等 

 

新潟市と同じ 

 

 

 



 ２４

 

 

一般廃棄物処理手数料（ごみ処理手数料） 

調整方針案 新潟市 巻町 

当分の間，現行のとおりとする。 

ただし，各市町の状況を尊重しながら，新市において早期に制度の統一を図るよう調

整に努める。 

１ 手数料 

（１）動物の死体                                   １体  2,200円

（２）上記以外の一般廃棄物 

  ①1日平均排出量 10ｋｇ未満（ステーション利用）                    無料

  ②1日平均排出量 10ｋｇ以上20ｋｇ未満（ステーション利用）        月額8,000円

  ③1日平均排出量 20ｋｇ以上30ｋｇ未満（ステーション利用）       月額13,400円

  ④自己搬入の場合                        10ｋｇまでごとにつき 120円

 

２ 請求 

  前２ヶ月分を偶数月に納入通知書を発行して請求 

 

３ 納入方法 

（１）窓口納付 

   郵送された納入通知書を金融機関等で納付 

（２）口座振替納付 

   納入義務者が口座振替納付の委託をした金融機関の預金口座から振替納付 

（３）自治会（町内会）納付 

   自治会（町内会）に収納事務を委託した者が徴収し市に納付 

（４）現金納付 

   自己搬入ごみは搬入施設で現金納付 

 

４ 納期 

  第１期    ４月末日 

  第２期    ６月末日 

  第３期    ８月末日 

  第４期   １０月末日 

  第５期    １月４日 

  第６期    ２月末日 

※巻町外三ヶ町村衛生組合（関係町村：巻町，岩室村，潟東村，西川町）で共同処理す

る。 

 

１ 手数料 

（１）動物の死体                                      業者を紹介

（２）上記以外の一般廃棄物（有料指定袋制・別表１のとおり） 

  ①1日平均排出量 10ｋｇ未満（ステーション利用）                 制度なし

   ②1日平均排出量 10ｋｇ以上20ｋｇ未満（ステーション利用）          制度なし

   ③1日平均排出量 20ｋｇ以上30ｋｇ未満（ステーション利用）          制度なし

   ④自己搬入の場合（家庭系で１㌧以上）（事業系）             別紙２のとおり

 

２ 請求 

  粗大ごみは申し込み後，納入通知書で請求，事業系ごみは搬入時に請求 

 

３ 納入方法 

  粗大ごみは納入通知書で金融機関または役場出納室で納付 

  事業系ごみ及び自己搬入（家庭系で１㌧以上）は搬入施設で現金納付 

 

４ 納期 

  ごみ有料指定袋は購入時，粗大ごみは引取日まで 

 

 

 

 

 

 

別表１ 

 処 理 区 分 手  数  料 説      明 

指定袋 大１枚に

つき３０円 
容量 ３０リットル 普通ごみ 

（収集・運搬）指定袋

を使う場合 
指定袋 小１枚に

つき２０円 
容量 １５リットル 

粗大ごみ 

（収集・運搬）指定シ

ールを使う場合 

指定シール１枚に

つき５００円 

縦、横、高さのいずれかの

長さが５０cm を超えるもの

または１０ｋｇを超えるもの 

家  

庭 

系

処理施設へ直接搬入 
指定袋及び指定シ

ールは不要 
処理手数料は表２のとおり 

 

 

 

別表２ 

 

 

 

 

 

家    庭    系 事    業    系 

重   量 料   金 重   量 料  金 

３０㎏未満 無  料 

３０㎏以上 １００㎏未満 １００円

１００㎏以上 ３００㎏未満 ３００円

３００㎏以上 ５００㎏未満 ５００円

１，０００㎏未満 無  料 

５００㎏以上 １，０００㎏未満 １，０００円

１，０００㎏以上 

１，５００㎏未満 
１，０００円 

以後５００㎏増す毎に ５００円 

以後５００㎏増す毎に ５００円

 



 ２５

 

 

出店許可証交付手数料 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度を適用する。 出店許可証交付手数料 

 

 

定期露店出店許可証交付手数料                         １通 300 円

定期露店出店許可証再交付手数料                         １通 300 円

 

制度なし 

 

 

農地関係手数料 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 

 

 

 

 

１ 農地関係手数料 

 

（１） 農地に関する証明書交付手数料     １通につき 300円 

・ 筆数にかかわらず申請１件につき 300円を徴収 

 

① 農用地に関する証明 

② 農業経営基盤強化促進法に係る税制上の優遇措置の適用に関する証明 

・ 譲渡所得の特別控除に係る土地等についての証明 

・ 買換え(交換)の場合の譲渡所得の課税の特例に係る土地等の買換え(交換)に

ついての証明 

・ 登録免許税の税率の軽減措置に係る土地の取得についての証明 

・不動産取得税の課税標準の特例措置に係る土地についての証明 

 

２ 農業委員会証明書交付手数料  

 

 ・ 農地に関する証明書交付手数料 

           （農業経営証明書を含む）               １通につき  300円

 

 ・ 農地に関する確認書交付手数料                  １通につき  400円

 

３ 農業経営基盤強化促進法による農地の所有権移転登記嘱託手数料     無  料

１ 農地関係手数料 

 

（１） 農地に関する証明書交付手数料     無料 

 

 

証明書の種類は新潟市と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 農業委員会証明書交付手数料  

 

 ・ 農地に関する証明書交付手数料 

           （農業経営証明書を含む）                       無  料

 

 ・ 農地に関する確認書交付手数料                          無  料

 

３ 農業経営基盤強化促進法による農地の所有権移転登記嘱託手数料     無  料
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斎場使用料 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 

ただし，火葬場以外の使用料については，当分の間，現行のとおりとする 
１ 斎場・火葬場 

   

 ・青山斎場 

 

２ 斎場使用料金 

                                     （Ｈ１６．４．１現在） 

使用料金（円） 
区 分 

市内居住者 市外居住者 

１２歳以上の者の死体 無  料 ２８，０００ 

１２歳未満の者の死体 無  料 １４，０００ 

死産児の死体 無  料  ９，３００ 

火

葬

場 

死体の組織及び臓器  ２，５００  ５，０００ 

通夜 １６，５００ ２８，０００ 

告別式 １６，５００ ２８，０００ 
式

場 
通夜から告別式 ３３，０００ ５６，０００  

１ 斎場・火葬場 

   

 ・巻町外三ヶ町村衛生組合斎場  妙有院 

 

２ 斎場使用料金 

                                        （Ｈ１６．４．１現在） 

使用料金（円） 
種 類 区 分 単位 

管  内 管  外 

１４歳以上 １ 体 ５，０００ １０，０００ 

１４歳未満   〃 ３，５００ ７，０００ 火 葬 

死   胎   〃 ３，０００  ６，０００ 

休憩室 特別使用料に限り２時間以上 １，５００ ３，０００ 

 

手数料金（円） 
種 類 区 分 単位 

管  内 管  外 

汚 物 
人体の一部、寝具

等 
１ 個 １，５００ ３，０００ 

 

 ※ 巻町外三ケ町村衛生組合（関係町村：巻町、岩室村、潟東村、西川町）で共同処理

する。 

 

 

 

老人福祉センター使用料 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度を適用する。 老人福祉センター使用料（黒埼荘） 

 

 

 

 

 

制度なし 

 

 

区    分 使用料 

･ 市内60歳以上の方 

･ 市内身体障害者手帳所持者，

療育手帳所持者及び，精神障

害者保健福祉手帳所持者 

・ 市内第１種身体障害者，第 1 種

知的障害者，精神障害者障害

等級 1 級の方 1 人につき，1 人

の介助者 

無  料 

その他の方 

  （60 歳未満の市民） 

大   人1人  250 円

小中学生 1 人 120 円

市外の方 
大   人１人  450 円 

小中学生 1 人 120 円

個室（和室） 1 室        1,500 円



 ２７

 

 

露店市場出店料（常置露店） 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度を適用する。 常置露店 

出店料の額 

(間口 2mにつき) 
市場の名称 開設区域 開設日時 

月額 
臨時の出店者

(日額) 

本町市場 

本町通５番町，

６番町 

毎日  

午前8時から

午後5時まで

1,000円 100円

本町下市場

本町通１ ２番

町， 

１３番町 

毎日  

午前8時から

午後5時まで

1,000円 100円

山の下市場

山の下町2.3.6.

7.9.10の各街区

の一部 

毎日  

午前8時から

午後5時まで

1,000円 100円

常置露店 

 

制度なし 

 

 

露店市場出店料（定期露店等） 

調整方針案 新潟市 巻町 

当分の間，現行のとおりとする。 定期露店 

 

 

 

臨時露店 

 

間口が２ｍにつき１日    50円 

出店料の額 

(間口 2mにつき) 
市場の名称 開設区域 開設日時 

月額 
臨時の出店者

(日額) 

松浜市場 
松浜本町４丁

目の一部 

毎月2日，7日，

12日，17日，22

日，27日 

午前7時30分 

から午後 2 時

30 分まで 

間口1mにつき

日額 50 円
100 円

大野町市場 

大野町 3649

番 地 か ら

3717 番地ま

で(五区,栄町,

仲町,七区,八

区の各自治

会の一部) 

毎月 3 日，8

日，13 日，18

日，23 日，28

日 

午前 6 時から

午後 2時まで 

月額 間口1m

につき 

260 円

日額 間口1m

につき 

100 円

露店市場出店料 

 

                     （単位：円） 

市場の名称 開設区域 開設日時 間口 出店料 

1.8ｍ以内 (月)  714

2.7ｍ以内 (月)1,071

3.6ｍ以内 (月)1,428

4.5ｍ以内 (月)1,785

 

定    

期    

露    

店 

仲江通り(四

ツ谷通りから

高校通り迄約

500m) 

毎月 1.5.10.15. 

20.25日の各日

及び 12月 30日。

ただし，1月 1日

及び祭の開催日

は除く 

午前 8 時から午

後１時まで 

 
5.4ｍ以内 (月)2,140

 

 

（単位：円） 

  

市場の名称 開設区域 開設日時 間口 出店料 

1.8ｍ以内 (日)153 

2.7ｍ以内 (日)224 

3.6ｍ以内 (日)306 

4.5ｍ以内 (日)378 

移 

動 

露 

店 

臨 

時 

定期露店と同

様とする 
定期露店日 

5.4ｍ以内 (日)458 
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公民館施設使用料 

料   金（単位：円） 

町    内 町    外 施 設 名 等 

午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日

和室 1,050 1,575 2,100 3,675 1,575 2,362 3,150 5,512

実習室 525 1,050 1,575 2,625 787 1,575 2,362 3,937

研修室 1,575 2,100 2,625 5,250 2,362 3,150 3,937 7,875

視聴覚室 525 1,050 1,575 2,625 787 1,575 2,362 3,937

小ホール 2,100 4,200 5,250 10,500 3,150 6,300 7,875 15,750

巻
町
公
民
館 

玄関ホール  0  0  0  0  0  0  0  0

第１研修室（和室） 525 1,050 1,575 2,625 787 1,575 2,362 3,937

第２研修室（和室） 525 1,050 1,575 2,625 787 1,575 2,362 3,937

調理実習室 525 1,050 1,575 3,150 787 1,575 2,362 4,725

峰
岡
地
区 

公
民
館 

講堂兼会議室 1,050 1,575 2,100 4,410 1,575 2,362 3,150 6,300

第１研修室（和室） 525 1,050 1,575 2,625 787 1,575 2,362 3,937

第２研修室（和室） 525 1,050 1,575 2,625 787 1,575 2,362 3,937

調理実習室 525 1,050 1,575 3,150 787 1,575 2,362 4,725

漆
山
地
区 

公
民
館 

講堂兼会議室 1,050 1,575 2,100 4,200 1,575 2,362 3,150 6,300

 

公民館付属施設使用料 

品    名 単位 使用料（円） 備考

映写機 1 台 1,050 16 ミリ

オーバーヘッドプロジェクター 1 台 315   

マイク設備(移動用含む) 1 式 315   

移動用スクリーン 1 枚 105   
展示パネル 1 枚 52足付 
VHS ビデオテープレコーダー(モニターテレビ含む) 1 式 525   

ピアノ 1 台 2,100   

スライド映写機 1 台 525   

CD ラジオカセットテープレコーダー 1 台 315   

VHS ビデオプロジェクター 1 台 525   

液晶プロジェクター 1 台 525   

水差し  0   

暗幕  0   

白布（布）  0   

白布（ﾋﾞﾆｰﾙ）  0   
 

 

 

公民館使用料 

調整方針案 新潟市 巻町 

当分の間，現行のとおりとする。 制度なし（公民館使用料は無料）  
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体育館使用料（専用利用の場合） 

調整方針案 新潟市 巻町 

当分の間，現行のとおりとする。 大体育室使用料 

 

 

 

該当施設名 新潟市鳥屋野総合体育館 

使用料額（円）/1h 
区分 

入場料の有

無 
利用者 

照明なし 照明利用

学校等 1,750 2,750

競技団体 

大学等 
2,450 3,450

主催者が徴

収しない場合

その他 3,500 4,500

学校等 3,500 4,500

競技団体 

大学等 
4,900 5,900

非営利

主催者が徴

収する場合 

その他 7,000 8,000

ス
ポ
ー
ツ
，
体
育
，
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
等 

営利 ― ― 40,000 41,000

主催者が徴

収しない場合
― 14,000 15,000

非営利
主催者が徴

収する場合 
― 28,000 29,000

大

体

育

室 

各
種
行
事
，
集
会 営利 ― ― 40,000 41,000

備考 大体育室については，利用面積が2分の1である場合の使用料の額は，表に

規定する使用料の額の2分の1とする。 

 

 

 

 

 

柔剣道場使用料 

該当施設名 新潟市鳥屋野総合体育館 

区分 利用者 使用料（円）/1h 

学校等 550

競技団体 

大学等 
770スポーツ，体育，レクリエーション

等 

その他 1,100

非営利 ― 3,300

柔

剣

道

場 各種 

行事，

集会 営利 ― 5,400
 

体育館使用料 

 

 

 

該当施設名 巻町営体育館 

区分 利用者 使用料額（円） 

町民・町内勤務者 無料 
フロアー・ギャラリ

ー・ステージ 
町外者 貸出不可 

 

 

 

 

 

該当施設名 巻町営漆山体育館 

区分 利用者 使用料額（円） 

町民・町内勤務者 無料 

フロアー 

町外者 貸出不可 
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体育館使用料（個人利用の場合） 

調整方針案 新潟市 巻町 

当分の間，現行のとおりとする。 体育館使用料（個人利用の場合） 

該当施設名 新潟市鳥屋野総合体育館 

区分 利用者 使用料額（円） 

中学生以下 

100 

（回数券 11枚 1,000）

（定期券3ヶ月 2,400）大体育室，

柔剣道場 

大人 

１人１回

につき 250 

（回数券 11枚 2,500）

(定期券3ヶ月 6,000) 

制度なし 

 

 

体育館付属設備使用料 

調整方針案 新潟市 巻町 

当分の間，現行のとおりとする。 体育館 付属設備使用料 

該当施設名 新潟市鳥屋野総合体育館 

付属設備使用料（円）/1h 
種類 

冷暖房なし 暖房を利用する 

研修室兼会議室 350 850

電光得点版 1組 1時間につき  300 

放送設備 1式 1時間につき  600 

特殊電源 1kwh 1時間につき  30 

アリーナ ― 3,500

観覧席 ― 2,000
暖

房 

柔剣道場 ― 2,000

ロッカー 1回につき  20 
 

体育館 付属設備使用料 

  該当施設名  町営体育館・漆山体育館 

     町営の施設では，フロアー・ギャラリー・ステージのみ貸し出しで無料 
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野球場使用料 

調整方針案 新潟市 巻町 

当分の間，現行のとおりとする。 野球場使用料 

該当施設名 新潟市中地区運動広場野球場

使用料（円） 
区分 利用者 利用区分 

照明なし 照明利用 

学校等 30分 450 2,200

競技団体，大学

等 
30分 630 2,380野球場 

その他 30分 900 2,650
 

野球場使用料 

該当施設名 城山運動公園野球場 

使用料（円） 
区分 利用者 利用区分 

照明なし 照明利用 

町内学校 60分 525 （設備なし） 

町民・町内勤務

者 
60分 1,050 （設備なし） 野球場

町外 60分 2,100 （設備なし） 

 

野球場使用料 

該当施設名 城山運動公園サブ野球場 

使用料（円） 
区分 利用者 利用区分 

照明なし 照明利用 

町内学校  無料 （設備なし） 

町民・町内勤務

者 
 無料 （設備なし） 野球場

町外  無料 （設備なし） 

城山運動公園サブ野球場については，グラウンドが小さいため，少年野球か， 

ソフトボールのみの貸し出し 

 

 

野球場使用料 

該当施設名 竹野町野球場 

使用料（円） 
区分 利用者 利用区分 

照明なし 照明利用 

町内学校 60分 無料 1,575 

町民・町内勤務

者 
60分 無料 1,575 野球場

町外 60分 無料 3,150 

 

野球場使用料 

該当施設名 漆山野球場 

使用料（円） 
区分 利用者 利用区分 

照明なし 照明利用 

町内学校 60分 無料 1,575 

町民・町内勤務

者 
60分 無料 1,575 野球場

町外 60分 無料 3,150 
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庭球場使用料 

調整方針案 新潟市 巻町 

当分の間，現行のとおりとする。 庭球場使用料 

該当施設名 
新潟市西総合スポーツセンター

屋外庭球場 

使用料（円）／1面 

区分 利用者 利用区分 

照明なし 照明利用 

学校等 1時間 500 800

競技団体，大学等 1時間 700 1,000庭球場 

その他（個人含む） 1時間 1,000 1,300
 

庭球場使用料 

該当施設名 城山運動公園テニス場 

使用料（円）／1面 

区分 利用者 利用区分 

照明なし 照明利用 

町内学校 1時間 105 （設備なし） 

町民・町内勤務者 1時間 210 （設備なし） 庭球場

町外 1時間 420 （設備なし） 
 

 

 

プール使用料 

調整方針案 新潟市 巻町 

当分の間，現行のとおりとする。 プール使用料（専用利用の場合）                   (平成14年4月28日施行)

該当施設名 新潟市鳥屋野総合体育館 

区分 入場料の有無 利用者 使用料額（円）/1h 

学校等 6,000

競技団体 

大学等 
8,400プール 

主催者が徴収しな

い場合 

その他 12,000

 

 

プール使用料（個人利用の場合） 

該当施設名 新潟市鳥屋野総合体育館 

区分 利用者 使用料額（円） 

中学生以下 

170 

（回数券 11枚 1,700）

(定期券 3ケ月 4,080)
プール 

大人 

1人1回につき 
450 

（回数券 11枚 4,500）

(定期券 3ケ月10,800)

＊未就学児は無料 

該当施設名  町営北プール 

町内者は無料 

町外者には貸出不可 

（巻北小学校に隣接設置され，主に同校児童が使用） 
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公 共 的 団 体 等 の 取 扱 い 
 

 

 

 

 

 

 

 

調整方針案 新潟市 巻町 

公共的団体等については，一元化することが望ましいものがあることから，それぞれ

の実情を尊重しながら，調整に努める。 

○新市に共通している団体は，合併時に統合するよう調整に努める。 

なお，統合に時間を要する団体は，合併後，早期に統合するよう調整に努める。 

○巻町独自の団体は，自主的な判断に委ねる。 

 

１．（財）新潟市音楽芸能協会 

１－２．新潟市美術協会 

１－３．新潟市伝承芸能保存会 

２．新潟地区納税貯蓄組合連合会 

３．白山浦1丁目東連合町内会 外６４連合会 

４．日本赤十字社新潟市地区 

５． （福）新潟市社会福祉協議会 

６．新潟地区保護司会 

７．（財）新潟市母子福祉連合会 

８．新潟市身体障害者福祉協会連合会 

９．新潟市手をつなぐ育成会 

１０．新潟市連合遺族会 

１０－２．黒埼地区遺族会 

１１．新潟市老人クラブ連合会 

１２．（社）新潟市シルバー人材センター 

１３．（社）新潟市医師会 

１４．新潟市食品衛生協会 

１４－２．新潟市食品衛生指導員協議会 

１５． （社）新潟市歯科医師会 

１６．新潟市精神障害者地域家族会 

１７．新潟市食生活改善推進委員協議会 

１８．新潟県調理師会新潟市支部 

１９．新潟県栄養士会新潟市支部 

２０．新潟商工会議所，新潟西商工会，酒屋町商工会，赤塚商工会，黒埼商工会 

２１．新潟市農業協同組合，新潟西農業協同組合，越後中央農業協同組合 

２２．亀田郷土地改良区，西蒲原土地改良区，木崎濁川土地改良区 

２３．(財)新潟南地区交通安全協会，豊栄地区交通安全協会，新潟中央交通安全協会，

(財)東新潟交通安全協会，新潟西交通安全協会 

２４．新潟市交通安全母の会連合会 

２４－２．黒埼地区交通安全母の会 

２５．(財)新潟県危険物安全協会新潟地区支会 

２６．新潟市小中学校ＰＴＡ連合会 

２７．新潟市連合婦人会 

２８．新潟市青少年育成協議会 

２９．（財）新潟市体育協会 

１．越王（こしわ）太鼓保存会 

 

 

２．燕西蒲地区納税貯蓄組合連合会 

３．巻町連合区長会 

４．日本赤十字社西蒲原郡地区巻町分区 

５． （福）巻町社会福祉協議会 

６．西蒲原地区保護司会巻分区（巻町・西川町） 

７．巻町太陽の会 

８．巻町身体障害者福祉協会 

９．巻町手をつなぐ親の会 

１０．巻地区連合遺族会 

 

１１．巻町老人クラブ連合会 

１２．（社）巻町シルバー人材センター 

１３．（社）西蒲原郡医師会（巻班） 

１４．巻町食品衛生協会 

 

１５． （社）西蒲原歯科医師会 

１６．巻町こだまの会 

１７．巻町食生活改善推進委員協議会 

１８．新潟県調理師会西蒲原郡巻支部 

１９．新潟県栄養士会巻支部 

２０．巻町商工会 

２１．越後中央農業協同組合 

２２．西蒲原土地改良区，角田焼山土地改良区，角田山ろく土地改良区 

２３．(財)巻地区交通安全協会 

 

２４．巻交通安全母の会 

 

２５．(財)新潟県危険物安全協会燕・西蒲原地区支会 

２６．巻町立学校ＰＴＡ連絡協議会 

２７．巻婦人会 

２８．青少年育成巻町民会議 

２９．巻町体育協会 
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各種団体への補助金・交付金の取扱い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整方針案 新潟市 巻町 

巻町が，各種団体に交付している補助金等については，以下のとおり調整を図る。 

○新市で同一あるいは同種の補助金については，できるだけ早い機会に関係団体等の

理解と協力を得て統一の方向で調整する。統一までの当分の間は，従来の実績に配

慮するが，合併後の市域内において均衡を失しないよう調整を図る。 

○巻町独自の補助金については，従来の実績に配慮するが，合併後の市域内において

均衡を失しないよう調整を図る。 

 

 

１．該当なし 

２．該当なし 

３．該当なし 

４．防犯連合会補助金 

５．（福）新潟市社会福祉協議会補助金 

６．黒埼地区身体障害者福祉協会補助金 

７．新潟市連合遺族会補助金 

７－２．黒埼地区遺族会補助金 

８．（社）新潟市シルバー人材センター補助金 

９．老人クラブ連合会補助金 

１０．精神障害者通所作業所補助金 

１０－２．該当なし 

１０－３．精神障害者地域家族会補助金 

１１．中小企業指導事業費補助金 

１２．新潟まつり開催補助金 

１２－２．黒埼まつり開催補助金 

１３．（財）新潟観光コンベンション協会補助金 

 

１４．該当なし 

１５．新潟市農産振興協議会負担金 

１５－２．黒埼地区農業振興協議会補助金 

１５－３．新潟市ハウス園芸協会補助金 

１６．該当なし 

１７．該当なし 

１８．（財）新潟市体育協会補助金 

１．私立ひのまる幼稚園幼児教育奨励補助金 

２．東京えちご巻町会運営費補助金 

３．消費者行政推進事業補助金 

４．防犯協会負担金 

５．（福）巻町社会福祉協議会補助金 

６．巻町身体障害者福祉協会補助金 

７．西蒲原郡連合遺族会補助金 

 

８．（社）巻町シルバー人材センター補助金 

９．老人クラブ連合会補助金 

１０．精神障害者通所作業所負担金 

１０－２．精神障害者地域生活支援センター負担金 

１０－３．精神障害者地域家族会補助金 

１１．巻町商工会補助金 

１２．巻夏まつり補助金 

 

１３．（財）新潟観光コンベンション協会負担金 

１３－２．巻町観光協会補助金 

１４．大地の恵みフェア補助金 

１５．巻町農業振興協議会負担金 

 

 

１６．土地改良事業促進事務協力補助金 

１７．西蒲漁業協同組合運営費補助金 

１８．巻町体育協会補助金 
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町 字 名 の取 扱 い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整方針案 巻町 

巻町の町字名については，巻町の意向を尊重するが，町名の重複等が生じないよう

調整する。 

西蒲原郡巻町大字赤鏥○○番地 

 〃  〃 大字安尻○○番地 

 〃  〃 大字東町○○番地    ※新津市「東町○丁目」（ひがし） 

                   白根市「東町○丁目」（あずま） 

亀田町「東町○丁目」（あずま） 

潟東村「東町○○番地」（あずま） 

横越町「東町○丁目」（ひがし） 

 〃  〃 大字漆山○○番地 

 〃  〃 大字越前浜○○番地 

 〃  〃 大字大原新田○○番地  ※潟東村「大字大原○○番地」 

岩室村「大字原○○番地」 

 〃  〃 大字柿島○○番地      

 〃  〃 大字角田浜○○番地 

 〃  〃 大字角海浜○○番地 

 〃  〃 大字潟頭○○番地 

 〃  〃 大字上木島○○番地 

 〃  〃 大字河井○○番地 

 〃  〃 大字五ヶ浜○○番地 

 〃  〃 大字栄町○○番地    ※新潟市「栄町○丁目」 

                   新潟市「新栄町」 

新潟市「東栄町」 

岩室村「大字栄○○番地」 

豊栄市「東栄町○丁目○番○号」 

 〃  〃 大字桜林○○番地 

 〃  〃 大字下木島○○番地 

 〃  〃 大字下和納○○番地   ※岩室村「大字和納○○番地」 

 〃  〃 大字新保新田○○番地  ※小須戸町「大字新保○○番地」 

 〃  〃 大字竹野町○○番地 

 

西蒲原郡巻町大字稲島○○番地 

〃  〃 大字中郷屋○○番地 

〃  〃 大字並岡○○番地 

 〃  〃 大字仁箇○○番地 

 〃  〃 大字布目○○番地 

〃  〃 大字葉萱場○○番地   ※白根市「大字東萱場」 

                   月潟村「大字西萱場○○番地」 

 〃  〃 大字羽田○○番地 

 〃  〃 大字東汰上○○番地   ※西川町「大字西汰上○○番地」 

 〃  〃 大字平沢○○番地 

 〃  〃 大字福井○○番地 

 〃  〃 大字伏部○○番地 

 〃  〃 大字舟戸○○番地    ※小須戸町「大字舟戸○丁目○番○号」

 〃  〃 大字堀山新田○○番地  ※西川町「大字堀上新田○○番地」 

 〃  〃 大字前田○○番地 

 〃  〃 大字巻○○番地     ※中之口村「大字真木」 

白根市「大字真木新田」 

 〃  〃 大字松郷屋○○番地     

 〃  〃 大字松野尾○○番地 

 〃  〃 大字松山新田○○番地  ※新潟市「松山」 

 〃  〃 大字馬堀○○番地 

 〃  〃 大字峰岡○○番地 

 〃  〃 大字山島村新田○○番地 

 〃  〃 大字四ツ郷屋○○番地  ※亀田町「四ツ興野○丁目」（よつごや）

白根市「四ツ興野」（よつごうや） 

新津市「大字四ツ興野」（よつごや）

 〃  〃 大字鷲ノ木○○番地   ※白根市「大字鷲ノ木新田」 

 〃  〃 大字割前○○番地 
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慣 行 の 取 扱 い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村民憲章 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 

ただし，巻町民憲章は，巻町の地域の憲章として継承していく。 

また，合併後一定の段階で見直しを行う。 

 

新潟市 市民憲章 

 

わたしたちのめざす新潟 

 

 信濃，阿賀野のゆたかな川の流れが海にそそぎいるところ，ここがわたしたちのまち新

潟。日本海に沈む夕日が美しい。海のかなたの国ぐににむけて開かれたこの港まちは，

流れのほとりの木のように，いよいよ育ち，栄えている。人びとは，昔から，力を合わせ，

ねばり強く，この自由な開かれたまちを築いてきた。 

さあ，わたしたちも，いま，たしかな一歩を踏み出そう。 

わたしたちが望む新潟をめざして！ 

 

ゆたかな海の幸と田畑のみのり。 

新潟は，自然がいかされ，まもられるまち。 

 

働くよろこび，憩いの静けさ。 

新潟は，活気にあふれ，落ちつきのあるまち。 
 

すこやかな生活は，わたしたちすべての願い。 

新潟は，みんなで生きるために，助け合うまち。 

 

はぐくむ心が，いのちを育てる。 

新潟は，一人ひとりが大切にされ，いかされるまち。 

 

海のむこうは，友となる国ぐに。 

わたしたちは，世界の平和のかけ橋となる。 

 

                          （平成元年4月1日制定）

巻町民憲章 

 

私たちは，素晴らしい日本海と角田山，広い平野に抱かれ，育まれてきました。 

人のくらしと豊かな自然とが調和するまち，そして，歴史と文化のかおるまち，巻町。 

私たちは，この愛する郷土に誇りを持ち，力を合わせ，より豊かに，たくましく躍進するまち

をつくるために，この憲章を定めます。 

 

１，健すこやかで強い心と体をつくります。 

 

１，きまりを守り，明るく楽しいまちをつくります。 

 

１，自然を愛し，緑と花を育て，美しいまちをつくります。 

 

１，文化・スポーツに親しみ，活力のあるまちをつくります。 

 

１，生涯学ぶ喜びを持ち，夢と潤いのあるまちをつくります。 

（平成３年７月１日制定）



 ３７

 

 

各種宣言 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 

ただし、巻町の各種宣言は、巻町の地域の宣言として継承していく。 
１ 該当なし 

２ スポーツと音楽都市宣言       （昭和４３年１０月１０日） 

１ 巻町交通安全宣言       （昭和３７年８月１０日）

２ 巻町スポーツ憲章       （昭和４４年３月３１日）

 

 

 

 

市町村の木と花 

調整方針案 新潟市 巻町 

合併後の市の木と花の制定にあたっては，合併記念の一環として，市民に公募し，決

定する。 

ただし，巻町の木、推奨の木及び推奨の花は，巻町の地域の木と花等として継承して

いく。 

 

市の木   柳 

 

市の花   チューリップ 

 

市推奨の木と花   マツ，ケヤキ，ツツジ，ネムノキ，ハマナス，カエデ，サザンカ 

町の木       槇 

 

町の推奨の木   山茶花、皐月、松 

 

町の推奨の花   雪割草、コスモス 
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消防出初式 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 

ただし，巻地域においても，必要に応じ出初式を実施する。 
消防出初式 

 

新年を迎え，消防伝統の出初式を実施し，市民と消防機関による連携を促進し，あわ

せて消防関係者は使命達成の決意を新たにして，「安全都市にいがた」を目指すもの。

 

 

１月第２日曜日（平成１５年の実施日は１月１２日） 

 

①分列行進・・・・・ 西堀前通２番町から７番町 

②一斉放水・・・・・ 新潟港（万代橋下流の信濃川両岸等） 

③式典・・・・・・・・・ 市内ホテル 

 

消防出初式 

 

新年を迎え、消防伝統の出初式を実施し、消防団員と消防署員による連携を促進し、

併せて消防関係者は使命達成の決意を新たにして「災害のない巻町」を目指すもの。 

 

 

１月 正月三が日除く第１日曜日(１７年の実施日は1月９日) 

 

①分列行進・・・・・ 市街地（本町通～四ツ屋通～駅通～本町通） 

②一斉放水・・・・・ 一級河川「西川」（県立巻工業高等学校付近の左岸） 

③式典・・・・・・・・・ 巻町文化会館内 公民館 

 

 

 

成人式 

調整方針案 新潟市 巻町 

新潟市の制度に統一する。 

ただし，開催場所については，合併後調整する。 

また，巻町の事情によっては，当分の間，現行のとおりとする。 

新潟市成人式 

 

１ 実施日    １月の第２月曜日(成人の日) 

 

２ 実施場所   新潟市体育館 

 

３ 主 催     新潟市・新潟市教育委員会 

           成人の日のつどい実行委員会（平成１５年度） 

 

４ 対象者    実施年度の４月２日から翌年の４月１日までに２０歳になる者 

           （15年度  ６，２６５人） 

 

５ 内 容    ・式典 

            オープニング 

            市長・議長のお祝いの言葉 

            ２０歳の主張（新成人代表２～３名） 

          ・茶席（式典の前後） 

          ・アトラクション（パイプオルガンコンサート） 

 

 

 

６ 記念品    生活百科事典「オトナの常識」 

 

７ 案内方法   住民登録してある該当者に案内状（はがき）を郵送 

           （案内状の持参は不要であり，進学等で住民票のない者も参加可能） 

 

巻町成人式 

 

１ 実施時期   ８月１５日 

 

２ 実施場所   巻町文化会館 

 

３ 主 催     巻町 

           成人式実行委員会 

 

４ 対象者    実施年度の４月２日から実施年度の４月１日までに２０歳になる者 

           （15年度 ３５８人） 

 

５ 内 容    ・式典 

            始めの言葉 ---- 教育委員長 

            式 辞 --------- 町長 

            誓いの言葉 ----- 新成人代表 

            祝 辞 --------- 県議会議員，町議会議長 

            謝 辞 --------- 新成人代表 

            終わりの言葉 --- 教育長 

          ・アトラクション  ビデオ上映（小・中学の思い出） 

 

６ 記念品     文鎮 

 

７ 案内方法   住民登録してある該当者に案内状（はがき）を郵送 

           （案内状の持参は不要であり，進学等で住民票のない者も参加可能） 

 

 


